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テ
ィ
ー
が
「
命
の
危
険

0

0

0

0

」
に
晒さ
ら

さ
れ
て
来
た
欧
米

か
ら
何
を
学
べ
と
い
ふ
の
か
）。

エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
大
使
の
言
動
に
は「
日

本
人
は
十
二
歳
の
少
年
で
あ
る
」
と
の

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
発
言
が
直
ち
に
想
起
さ
れ

る
。
二
〇
〇
三
年
三
月
に
始
ま
っ
た
イ
ラ

ク
戦
争
の
際
に
は
、ブ
ッ
シ
ュ
米
大
統
領

が
「
イ
ラ
ク
の
民
主
化
」
の
必
要
性
を

強
調
し
て
、
か
つ
て
米
国
に
よ
っ
て
民
主

化
し
た「
成
功
例
」に
日
本
が
あ
る
旨

を
述
べ
て
ゐ
た
こ
と
も
思
ひ
出
す
。
か

う
し
た
米
国
要
人
の
独
善
的
思
考
に
は

辟
易
す
る
が
、
米
大
使
の
書
き
込
み
と

軌
を
同
じ
く
し
た
や
う
な
朝
日
新
聞
や

毎
日
新
聞
の
社
説
に
は
改
め
て
驚
か
さ

れ
た
。
曰
く「
同
性
婚
訴
訟 

『
違
憲
の

法
』い
つ
正
す
」（
朝
日
）、「
同
性
間
に
も

『
婚
姻
の
自
由
』 

尊
厳
を
守
る
画
期

的
判
決
だ
」（
毎
日
）。一
体
、
日
本
を
ど

こ
へ
導
か
う
と
い
ふ
の
か
。

今
や
「
男
ら
し
さ
」「
女
ら
し
さ
」
ど

こ
ろ
か
、「
母
性
」「
父
性
」
を
耳
に
す

る
こ
と
さ
へ
稀
に
な
っ
た
。「
同
性
婚
」

云
々
の
声
に
接
す
る
と
、
ス
ク
リ
ー
ン
の

寅
さ
ん
が
「
さ
う
か
、
一人
娘
か
。
早
く

良
い
婿
を
貰
う
ん
だ
な
」
な
ど
と
話
す

場
面
が
蘇
る
。「
嬶

か
か
あ
天
下
」「
内
助
の
功
」

等
々
も
。
こ
れ
ら
が
「
公
の
秩
序
と
善

良
の
風
俗
」
の
内
実
だ
。
性
別
が
ぼ
か

さ
れ
れ
ば
社
会
生
活
は
拠
よ
り
ど
こ
ろを
見
失
ふ
だ

ら
う
。
危
機
は
尖
閣
だ
け
で
は
な
い
の
だ
。

（
元
拓
殖
大
学
日
本
文
化
研
究
所
客
員
教
授
）

姻
は
両
性
の
合
意
の
み
に
基
づ
い
て
成
立

す
る
」
と
し
た
憲
法
24
条
１
項
は
「
同

性
婚
も
保
障
し
て
い
る
」
と
す
る
初
判

断
を
示
し
て
、
関
連
規
定
を
違
憲
と
し

た
（
三
月
十
五
日
付
産
経
新
聞
）。
お

よ
そ
文
理
の
筋
か
ら
も
考
へ
ら
れ
な
い
判

決
だ
が
、
こ
れ
も
「
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
理
解
増

進
法
」
の
成
立
と
は
関
係
な
い
と
は
言

へ
な
い
で
あ
ら
う
。

札
幌
高
裁
判
決
の
あ
っ
た
同
日
の
午
前

に
は
東
京
地
裁
で
、同
性
同
士
の
結
婚

を
認
め
て
ゐ
な
い
法
律
の
規
定
を
「
違

憲
状
態
」で
あ
る
と
の
判
断
が
出
さ
れ
て

ゐ
る
。こ
れ
に
つ
い
て
、エ
マ
ニュエ
ル
米
駐

日
大
使
は
「
千
里
の
道
も
一歩
か
ら
。
婚

姻
の
自
由
、そ
し
て
法
の
下
の
平
等
を
実

現
す
る
た
め
に
、日
本
が
ま
た
一
歩
前
進

し
ま
し
た
」
と
Ｘ（
旧
ツ
イ
ッ
タ
ー
）に
書
き

込
ん
で
ゐ
た（
三
月
十
五
日
、
産
経
ニュー
ス
）。

同
大
使
は
、「
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
理
解
増
進
法
」

を
巡
っ
て
も
、
前
回
サ
ミ
ッ
ト
の
文
書
を

盾
に
昨
年
二
月
、
成
立
を
促
す
米
英
仏

独
伊
加
及
び
Ｅ
Ｕ
の
駐
日
大
使
ら
七
人

が
連
署
し
た
「
広
島
サ
ミ
ッ
ト
議
長
国
」

の
岸
田
首
相
宛
の［
私
信
］
を
取
り
纏

め
て
ゐ
た（
昨
年
三
月
十
六
日
、
東
京
新
聞
ｗ

ｅ
ｂ
）。
㆒
年
前
の
四
月
頃
、
五
月
開
催

の
広
島
サ
ミ
ッ
ト
ま
で
に
「
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
保

護
法
案
」の
成
立
を
図
る
べ
き
だ
と
の
声

が
与
野
党
間
に
見
ら
れ
た
が
、
そ
の
背

後
に
は
、
か
う
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
だ

（
歴
史
的
宗
教
文
化
的
に
見
て
、
性
的
マ
イ
ノ
リ

し
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
、
お
よ
そ

考
へ
ら
れ
な
い
こ
と
だ
っ
た
。

前
記
の
年
賀
状
に「
…
既
に
教
材
が

用
意
さ
れ
て
ゐ
ま
す
」
と
書
い
た
の
は
、

〝
活
動
家
〟
と
覚
し
き
民
間
団
体
作

成
の
小
学
生
向
け
〝
副
教
材
〟
が
現
に

学
校
現
場
に
相
当
程
度
売
り
込
ま
れ
て

出
回
っ
て
ゐ
る
と
の
ネ
ッ
ト
情
報
に
拠
っ

た
の
だ
が
、
去
る
三
月
文
部
科
学
省
が

公
表
し
た
令
和
七
年
度
に
使
用
さ
れ
る

中
学
校
教
科
書
の
検
定
結
果
に
よ
れ
ば
、

「
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
な
ど
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー

に
つ
い
て
の
記
述
が
増
加
。
社
会
科
地

理
な
ど
現
行
本
に
は
記
載
が
な
い
教
科

に
も
登
場
し
、
教
科
横
断
的
な
テ
ー
マ

と
し
て
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
…
」

（
三
月
二
十
三
日
付
産
経
新
聞
）
と
い
ふ
。
こ

の
こ
と
は
、「
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
理
解
増
進
法
」

の
成
立
と
無
関
係
で
は
な
い
は
ず
だ
。

こ
の
度
の
検
定
は
中
学
生
用
の
教
科
書

だ
っ
た
が
、
杞
憂
が
現
実
に
な
っ
た
。

三
月
十
四
日
、
札
幌
高
裁
は
、「
婚

こ
と
し
正
月
の
年
賀
状
に
、
私
は
次

の
や
う
に
認
め
た
。

《
昨
年
六
月
に
、
生
命
の
根
源
（
男

女
の
あ
り
方
）
を
曖
昧
に
す
る
法
律
が

拙
速
に
も
成
立
し
ま
し
た
。「
理
解
を

増
進
す
る
」
と
い
ふ
建
前
か
ら
、
職
場

で
の
研
修
だ
け
で
な
く
、
小
学
校
の
段

階
か
ら
導
入
さ
れ
よ
う
と
し
て
ゐ
ま
す
。

既
に
教
材
が
用
意
さ
れ
て
ゐ
ま
す
。

物
理
的
な
外
敵
は
目
に
見
え
ま
す

が
、「
公
の
秩
序
と
善
良
の
風
俗
」
を

損
ふ「
思
想
の
侵
蝕
」
は
目
に
は
見
え

ま
せ
ん
。
こ
の
法
律
に
よ
っ
て
、
国
の

0

0

基
本
が
内
か
ら
徐
々
に
崩
壊
し
て
い
く

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
で
は
な
い
か
と
気
懸
か
り
で
す
。》

昨
年
六
月
に
成
立
し
た
〝
生
命
の

根
源
（
男
女
の
あ
り
方
）
を
曖
昧
に
す
る

法
律
〟
と
は
言
ふ
ま
で
も
な
く
、
所
謂

「
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
理
解
増
進
法
」
の
こ
と
だ
。

こ
の
法
律
が
与
党
・
自
民
党
内
に
も
多

く
あ
っ
た
異
論
を
抑
へ
た
党
執
行
部
の
、

岸
田
首
相
の
強
い
意
向
に
よ
っ
て
成
立

自
民
党
政
権
下
で
、浸
潤
す
る〝
革
命
〟思
想

   —

所
謂「
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
理
解
増
進
法
」を
考
へ
る—
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